
 

独立行政法人福祉医療機構（医療貸付）主要貸付利率表

貸付けの対象となる条件や借入申込手続き等の詳細については、担当窓口までお問合わせください。

【設置・整備資金（機械購入資金を除く）】

施設・事業の種類 10年以内
10年超

11年以内

11年超

12年以内

12年超

13年以内

13年超

14年以内

14年超

15年以内

15年超

16年以内

16年超

17年以内

17年超

18年以内

18年超

19年以内

19年超

20年以内

20年超

21年以内

21年超

22年以内

22年超

23年以内

23年超

24年以内

24年超

25年以内

25年超

26年以内

26年超

27年以内

27年超

28年以内

28年超

29年以内

29年超

30年以内

1 病院 新築資金・甲種増改築資金 0.203% 0.204% 0.205% 0.220% 0.230% 0.240% 0.260% 0.280% 0.300% 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 0.600%

乙種増改築資金(※1) 0.703% 0.704% 0.705% 0.720% 0.730% 0.740% 0.760% 0.780% 0.800% 0.900% 0.900% 0.900% 0.900% 0.900% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.100%

2 診療所 新築資金・甲種増改築資金 0.203% 0.204% 0.205% 0.220% 0.230% 0.240% 0.260% 0.280% 0.300% 0.400% 0.400%

乙種増改築資金(※1) 0.703% 0.704% 0.705% 0.720% 0.730% 0.740% 0.760% 0.780% 0.800% 0.900% 0.900%

3 介護老人保健施設・介護医療院 0.303% 0.304% 0.305% 0.320% 0.330% 0.340% 0.360% 0.380% 0.400% 0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.700%

4 助産所・医療従事者養成施設 0.703% 0.704% 0.705% 0.720% 0.730% 0.740% 0.760% 0.780% 0.800% 0.900% 0.900%

5 地域医療介護総合確保基金に基づく病床削減を伴う整備(※2) 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200%

6 0.203% 0.204% 0.205% 0.220% 0.230% 0.240% 0.260% 0.280% 0.300% 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 0.600%

7 指定訪問看護事業 7年以内 0.703%

※1…次の整備事業等に係る乙種増改築資金の貸付利率は、新築資金・甲種増改築資金の利率を適用します。

※2…当初5年間の適用金利であり、6年目以降は契約時における新築資金・甲種増改築資金の利率を適用します。

【機械購入資金】

通常(※3） 5年以内 1.002%

先進医療に使用する機械（病院に限る） 5年超10年以内 0.400%

【長期運転資金】

通常(※3） 3年以内 0.802%

8年以内 0.802%

地域医療構想支援資金（病院・診療所） 10年以内 1.003%

働き方改革支援資金（病院・診療所） 10年以内 0.503%

※3…病院・助産所以外であって新設に伴い必要な場合に限る等の条件がありますので、お問い合わせください。

(注)保証人不要制度を利用する場合の貸付利率は　　「上記利率＋0.150%」　となります。

【 備考 】 (利率の適用にあたっての詳細は、担当窓口までお問合せください)

1) 次の整備事業に係る貸付利率については、一部優遇措置の対象となる場合がありますのでお問合せください。

2) 建物賃借に要する資金のうち権利金に係るものについては別途お問い合わせください。

固定金利

平成31年4月1日改定

・災害復旧資金 ・津波対策としての高台移転　・病院・診療所の療養病床の転換又は廃止に伴い整備される介護老人保健施設・介護医療院の整備　・療養病床転換のための長期運転資金

・介護老人保健施設・介護医療院の耐震化整備　・病院・診療所の消防設備設置義務化に伴う整備　・介護老人保健施設のスプリンクラー整備

・都市部における借地を利用した介護老人保健施設の整備（定期借地権を設定する場合の一時金）

経営安定化資金（病院・診療所・介護老人保健施設）

国家戦略特別区域において国家戦略特別区域計画に基づ

き選定された事業実施主体が行う事業

・耐震化整備を行う病院　・建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく診療所の増改築　・医療施設近代化施設整備事業を行う病院　・地域医療介護総合確保基金に基づき整備を行う病院・診療所

・都道府県知事が認める増改築（減床する場合に限る）　・地域医療構想に基づく病院の増改築　・看護師宿舎・保育施設の整備を行う病院



 

独立行政法人福祉医療機構（医療貸付）主要貸付利率表

貸付けの対象となる条件や借入申込手続き等の詳細については、担当窓口までお問合わせください。

【設置・整備資金（機械購入資金を除く）】

施設・事業の種類 10年以内
10年超

11年以内

11年超

12年以内

12年超

13年以内

13年超

14年以内

14年超

15年以内

15年超

16年以内

16年超

17年以内

17年超

18年以内

18年超

19年以内

19年超

20年以内

20年超

21年以内

21年超

22年以内

22年超

23年以内

23年超

24年以内

24年超

25年以内

25年超

26年以内

26年超

27年以内

27年超

28年以内

28年超

29年以内

29年超

30年以内

1 病院 新築資金・甲種増改築資金 0.203% 0.204% 0.204% 0.204% 0.205% 0.205% 0.205% 0.205% 0.205% 0.205% 0.205% 0.205% 0.205% 0.205% 0.206% 0.206% 0.206% 0.206% 0.206% 0.206%

乙種増改築資金(※1) 0.703% 0.704% 0.704% 0.704% 0.705% 0.705% 0.705% 0.705% 0.705% 0.705% 0.705% 0.705% 0.705% 0.705% 0.706% 0.706% 0.706% 0.706% 0.706% 0.706%

2 診療所 新築資金・甲種増改築資金 0.203% 0.204% 0.204% 0.204% 0.205% 0.205% 0.205% 0.205% 0.205% 0.205%

乙種増改築資金(※1) 0.703% 0.704% 0.704% 0.704% 0.705% 0.705% 0.705% 0.705% 0.705% 0.705%

3 介護老人保健施設・介護医療院 0.303% 0.304% 0.304% 0.304% 0.305% 0.305% 0.305% 0.305% 0.305% 0.305% 0.305% 0.305% 0.305% 0.305% 0.306% 0.306% 0.306% 0.306% 0.306% 0.306%

4 助産所・医療従事者養成施設 0.703% 0.704% 0.704% 0.704% 0.705% 0.705% 0.705% 0.705% 0.705% 0.705%

5 地域医療介護総合確保基金に基づく病床削減を伴う整備(※2) 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200%

6 0.203% 0.204% 0.204% 0.204% 0.205% 0.205% 0.205% 0.205% 0.205% 0.205% 0.205% 0.205% 0.205% 0.205% 0.206% 0.206% 0.206% 0.206% 0.206% 0.206%

※1…次の整備事業等に係る乙種増改築資金の貸付利率は、新築資金・甲種増改築資金の利率を適用します。

※2…当初5年間の適用金利であり、6年目以降は契約時における新築資金・甲種増改築資金の利率を適用します。

(注)保証人不要制度を利用する場合の貸付利率は　　「上記利率＋0.150%」　となります。

【 備考 】 (利率の適用にあたっての詳細は、担当窓口までお問合せください)

1) 次の整備事業に係る貸付利率については、一部優遇措置の対象となる場合がありますのでお問合せください。

2) 建物賃借に要する資金のうち権利金に係るものについては別途お問い合わせください。

・災害復旧資金 ・津波対策としての高台移転　・病院・診療所の療養病床の転換又は廃止に伴い整備される介護老人保健施設・介護医療院の整備　・療養病床転換のための長期運転資金

・介護老人保健施設・介護医療院の耐震化整備　・病院・診療所の消防設備設置義務化に伴う整備　・介護老人保健施設のスプリンクラー整備

・都市部における借地を利用した介護老人保健施設の整備（定期借地権を設定する場合の一時金）

・耐震化整備を行う病院　・建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく診療所の増改築　・医療施設近代化施設整備事業を行う病院　・地域医療介護総合確保基金に基づき整備を行う病院・診療所

・都道府県知事が認める増改築（減床する場合に限る）　・地域医療構想に基づく病院の増改築　・看護師宿舎・保育施設の整備を行う病院

10年経過毎金利見直し(当初10年)

平成31年4月1日改定

国家戦略特別区域において国家戦略特別区域計画に基づき選

定された事業実施主体が行う事業


